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最高裁判所の決定に関するお知らせ 

 

 

 最高裁判所に係属中でありました訴訟 2 件について、平成 21 年 4 月 23 日、下記のとおり決定があり

ましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

 平成 8 年 8 月に実施された福岡市発注のごみ焼却炉工事に関して独占禁止法違反による損害賠償を請

求された住民訴訟および平成 9 年 8 月に実施された南河内清掃施設組合発注のごみ焼却炉工事に関する

同様の住民訴訟について、平成 21 年 4 月 23 日、最高裁判所による上告棄却の決定がありました。 

 これにより、福岡市住民訴訟については、当社を含む 5 社が市に対し、連帯して 2,088 百万円および

遅延損害金を支払うべき旨の平成 18 年 4 月 25 日付 第一審福岡地方裁判所の判決が、南河内清掃施設

組合住民訴訟については、当社が組合に対し 708 百万円および遅延損害金を支払うべき旨の平成 19 年

9 月 14 日付 第一審 大阪地方裁判所の判決が、それぞれ確定しました。 

 

 本決定においては、当社の主張が認められず誠に遺憾でありますが、当社といたしましては、本決定

を厳粛に受けとめ、引き続き、全社をあげてコンプライアンス経営の徹底に努めてまいる所存でありま

す。 

 

 なお、本件による損害賠償金については、既に引当処理済であり、当社業績（連結・個別）に与える影響

はありません。 

 

 

以 上 

 


